
2021年4月1日

滋賀労働局 雇用環境・均等室

令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（建設業）について



働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コースとは
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働き方改革の推進に向けて、令和６年４月から新たに時間外労働の上限規制が適用される業種の中小企業事
業主が、上限規制に円滑に対応するため、環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサル
ティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、改善の成果を上げた事業
主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図
ることを目的としています。

最大で
１０００万円助成
されます。

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

測量杭打ち機と
重機用センサーユニットを導入

測量作業と重機操作を効率化し、
労働時間を削減したい！

積算業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

土木工事積算システムを導入

過去の類似工事との比較が容易になり、
より短時間で適正な積算値を算出でき
るようになった。

測量や杭打ち、重機の操作を１人で行
えるようになり、１日当たりの作業時
間が削減された。

改善の

結果

助成金

による

取組

企業の

課題



対象となる事業主
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○労働者災害補償保険の適用事業主であること。

○以下のいずれかの要件を満たす中小企業事業主であること

・資本または出資額が３億円以下

・常時使用する労働者が300人以下



利用の流れ
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成果目標を達成するため助成対象となる取り組みを実施

成果目標を達成

助成上限額の範囲内で取組にかかった費用の３／４※を助成

※労働者３０名以下で要件を満たせば５／４



成果目標と助成金額
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事業実施後に設定する時間
外労働と休日労働の合計時
間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定において、時
間外労働と休日労働の合計時間
数を月80時間を超えて設定して
いる事業場

現に有効な36協定において、時
間外労働と休日労働の合計時間
数を月60時間を超えて設定して
いる事業場

時間外労働と休日労働の合
計時間数を月60時間以下に
設定

250万円 200万円
時間外労働と休日労働時間
数を月60時間を超え月80時
間以下に設定

150万円 ―

①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。

※36協定の届出日が令和６年４月１日以後である場合は、令和６年４月１日より前の36協定についても
要件を満たす必要があります。

※令和６年４月１日以降に初めて36協定を締結・届出する事業主は、本件成果目標の対象外です。



成果目標と助成金額
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②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

③時間単位の年次有給休暇制度及び特別休暇の導入

⇒助成金上限額 ２５万円

⇒助成金上限額 ２５万円



成果目標と助成金額

7

休息時間数 新規導入に該当するもの
がある場合

適用範囲の拡大・時間延
長のみの場合

１企業当たりの上限額 １企業当たりの上限額

９時間以上
11時間未満

100万円 50万円

11時間以上 120万円 60万円

④９時間以上の勤務間インターバルを導入すること。（新規導入、適用範囲の拡大、時間延長）

勤務時間（所定労働８時間）勤務間インターバル １３時間勤務時間（所定労働８時間＋時間外４時間）

始業時刻 終業時刻 始業時刻 終業時刻

９：００ ２２：００ １１：００ ２０：００

ア 新規導入
新たに当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が10時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に規定すること。

イ 適用範囲の拡大
対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること。
ウ 時間延長
当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を２時間以上延長して休息時間数を10時間以上とすることを就業規則等に規定すること。

繰り下げる場合の例



成果目標と助成金額
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事業実施後

事業実施前

４週当たり
４日

４週当たり
５日

４週当たり
６日

４週当たり
７日

４週当たり８日以上
100万円

(４日以上増)
75万円

（３日増）
50万円

（２日増）
25万円

（１日増）

４週当たり７日
75万円

（３日増）
50万円

（２日増）
25万円

（１日増）
―

４週当たり６日
50万円

（２日増）
25万円

（１日増）
― ―

４週当たり５日
25万円

（１日増）
― ― ―

⑤ 全ての対象事業場において、４週における所定休日を１日から４日以上増加させること。

増加させた休日の日数に応じて、助成金額が増加します。
複数の指定対象事業場で上限額が異なる場合は、最も高い上限額とします。
（※）対象事業場において、申請時点で付与される所定休日が最も少ない労働者で判断します。
（※）１年間における所定休日数を定めている場合は、以下の計算式により、４週間当たりの所定休日を算出します。

（年間所定休日数）÷（３６５日÷７）×４



賃上げ達成時の加算額
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引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

15万円 30万円 50万円
１人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円
１人当たり８万円
（上限240万円）

成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引上げを行うこ

とを成果目標に加えることができます。

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

30万円 60万円 100万円
１人当たり10万円
（上限300万円）

５％以上
引上げ

48万円 96万円 160万円
１人当たり16万円
（上限480万円）

（常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合）

（常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合）



助成対象となる取組
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①労務管理担当者に対する研修(※１)

②労働者に対する研修(※１)、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※２)

(※１)   研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※２）原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。



申請から支給までの流れ
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①交付申請

②交付決定通知書の受理後、事業実施

交付申請書及び事業実施計画書を、滋賀労働局雇用環境・均等室に提出
（令和６年４月１日から受付を開始しています）
交付申請締切は11月29日（金）（必着）

書類審査後、提出した計画に沿って事業を実施
（機器の購入、36協定の作成・変更・届出、研修の実施など）
事業実施は令和７年１月31 日（金）まで

※交付決定前に実施した事業
（機器の購入等）については
助成の対象となりませんので
ご注意ください。



申請から支給までの流れ
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③支給申請

④支給決定通知書の受理

事業実施計画の改善事業を実施後、実施結果報告書等を
雇用環境・均等室へ提出。
申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日

または令和７年２月７日（金）のいずれか早い日（必着）

書類審査後、支給決定書の受理、助成金受取

本助成金は国の予算額に制約されるため、
11月29日以前に、予告なく受付を締め切
る場合があります。



取組事例１
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課題

人手不足のため、少人数で効率的に業務を行う必要が

あった。また、技術の継承が難しく、若手でも高い技

術水準の重機操作をすることが課題だった。

必要としていた対応

測量作業の効率化と重機操作の技術レベルの平

準化をしたいと考えた。

新型測量杭打ち機の導入による業務効率化と重機のＩＣＴ化による技術レベルの平準化

取
組
の
内
容
と
成
果

取組内容
新型測量杭打ち機や重機用センサーユニット等の導入

成 果
重機操作の技術レベルが平準化され、誰でも正確な操作ができるように

なった。測量や杭打ちを行う作業員が２人から１人に削減され、作業時間も
一日あたり１～1.5時間程度削減された。

成
果
目
標

・月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減



取組事例２
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課題

積算業務は現場作業員が作業を終えた定時以降に実施

していたため、工期末等の繁忙期には長時間の残業が

発生していた。

必要としていた対応

積算業務の時間を短縮し残業時間を削減したい

と考えた。

土木工事積算システムの更新による積算業務の効率化

取
組
の
内
容
と
成
果

取組内容
土木工事積算システムの導入

成 果
積算システム内での検索機能が増えて新工事の積算時に過去の類似工事と

の比較検証が容易になって精算精度が高まり、より適正な積算値を算出でき
るようになった。
積算業務担当者の作業時間が月に２時間程度削減された。

成
果
目
標

・月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減
・就業規則を改定し11時間以上の勤務間インターバルを新規導入。



取組事例３
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課題

現場では、写真撮影の度にファイルをPCへ取り込んで

時間がかかっており、測量業務は熟練工頼みになって

いた。

必要としていた対応

事務作業を効率化し現場作業を平準化すること

で、熟練工をより活躍できる場所へ配置したいと

考えた。

測量機器及び施工管理用タブレットを導入し、柔軟な人員配置を可能に

取
組
の
内
容
と
成
果

取組内容
測量機器及び施工管理用タブレットの導入

成 果
測量作業において２人がかりで行っていた作業を、１人で行うことが可能

となった。
最大４時間かかっていた工事現場の写真撮影が１時間に短縮することがで

きた。

成
果
目
標

・月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減
・就業規則を改定し11時間以上の勤務間インターバルを新規導入。



問い合わせ先等
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ご不明な点やご質問がございましたら、滋賀労働局
雇用環境・均等室（077-523-1190）にお尋ねください。

働き方改革推進支援助成金 業種別課題コース
マニュアル 交付要綱・支給要領はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
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